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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】車載用等の高い信頼性を要求されるＱＦＮ型パ
ッケージにおいて、信頼性の高い半導体集積回路装置の
製造プロセスを提供する。
【解決手段】複数のリードの外端部を束ねるタイ・バー
を有する多連リードフレームを用いたＱＦＮ型パッケー
ジの半導体集積回路装置の製造方法において、モールド
・キャビティ外周とタイ・バー間に充填された封止レジ
ンをレーザにより除去した後、半田メッキ等の表面処理
を実行する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む半導体集積回路装置の製造方法：
（ａ）複数の単位デバイス領域を有し、各単位デバイス領域内に半導体チップが固定され
たリードフレームをモールド金型にセットして、前記半導体チップを封止レジンにより封
止することにより、各単位デバイス領域内にレジン封止体を形成する工程、
　ここで、各単位デバイス領域は、以下を含む：
（ｉ）前記半導体チップが固定された、ほぼ矩形のダイ・パッド；
（ｉｉ）前記ダイ・パッドの各辺の外部から、前記レジン封止体の底面と、ほぼ同一平面
を形成するように延びて、前記レジン封止体の側面から突出した複数のリード；
（ｉｉｉ）前記複数のリードの外端部の近傍を連結するタイ・バー；
（ｉｖ）前記複数のリード間を充填し、前記レジン封止体の前記側面から突出するリード
間レジン突出部、
　更に、前記半導体集積回路装置の製造方法は以下の工程を含む：
（ｂ）前記工程（ａ）の後、各単位デバイス領域内の前記リード間レジン突出部にレーザ
光を照射することによって、前記リード間レジン突出部を除去する工程；
（ｃ）前記工程（ｂ）の後、各単位デバイス領域内の前記複数のリードの露出部表面に半
田層を形成する工程；
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、各単位デバイス領域内の前記複数のリードの前記外端部を切
断することによって、前記複数のリードと前記タイ・バーを分離するとともに、前記レジ
ン封止体を前記リードフレームから切断・分離する工程。
【請求項２】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記工程（ｂ）において、前記複
数のリードにも前記レーザ光を照射することによって、前記複数のリード上のレジン・バ
リを除去する。
【請求項３】
　前記２項の半導体集積回路装置の製造方法において、更に、以下の工程を含む：
（ｅ）前記工程（ｂ）の後で前記工程（ｃ）の前に、前記複数のリードの表面に対して、
前記複数のリードをカソードとして水溶液中で電解処理を実行する工程。
【請求項４】
　前記３項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記工程（ｅ）の後で前記工程（
ｃ）の前に、前記複数のリードの表面に対して、ウォータ・ジェット処理を実行する工程
。
【請求項５】
　前記４項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記工程（ａ）の封止は、トラン
スファ・モールドによって実行される。
【請求項６】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レーザ光は、近赤外光である
。
【請求項７】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レーザ光は、ＹＡＧレーザか
ら得られるものである。
【請求項８】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レーザ光の波長は、１０６４
ｎｍである。
【請求項９】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レジン封止体から突出した全
リード数は封止体一個あたり、２０本以上、１５０本以下である。
【請求項１０】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レジン封止体から突出した全
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リード数は封止体一個あたり、４０本以上、１５０本以下である。
【請求項１１】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レジン封止体から突出した全
リード数は封止体一個あたり、５０本以上、１５０本以下である。
【請求項１２】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記複数のリードの突出長さは、
０．１ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下である。
【請求項１３】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記複数のリードの突出長さは、
０．２ｍｍ以上、０．４ｍｍ以下である。
【請求項１４】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記複数のリードのピッチは、０
．２ｍｍ以上、０．８ｍｍ以下である。
【請求項１５】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レジン封止体の厚さは、０．
３ｍｍ以上、１．２ｍｍ以下である。
【請求項１６】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記レジン封止体の幅は、３ｍｍ
以上、１０ｍｍ以下である。
【請求項１７】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記リードフレームの主要部の材
質は、銅を主要な成分とする。
【請求項１８】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記リードフレームの厚さは、厚
い部分で０．１ｍｍ以上、０．３ｍｍ以下である。
【請求項１９】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記半田層は鉛フリーである。
【請求項２０】
　前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記封止レジンは、ハロゲン・フ
リーである。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体集積回路装置（または半導体装置）の製造方法におけるパッケージン
グ技術に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日本特開２００７－２１４２３７号公報（特許文献１）には、単体トランジスタ等の外
部リードの少ないレジン封止パッケージのパッケージング工程において、簡易なバリ（Ｂ
ｕｒｒ）識別方法によりリード上のレジン・バリをレーザおよびウォータ・ジェットによ
り除去した後に半田メッキする技術が開示されている。
【０００３】
　日本特開２００１－１０２５１０号公報（特許文献２）には、ＩＣパッケージ等のレジ
ン封止パッケージのパッケージング工程において、レジン封止後にタイ・バー切断して、
残存したリード間のレジン・バリをＣＯ２レーザにより除去した後に半田メッキする技術
が開示されている。
【０００４】
　日本特開２０００－２９９４００号公報（特許文献３）には、ノン・リード・フラット
・パッケージ（Ｎｏｎ－Ｌｅａｄｅｄ　Ｆｌａｔ　ｐａｃｋａｇｅ）において、実装時の
リード間短絡を防ぐために、リード間の封止材をパンチング金型により除去し、露出した
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リードに半田被着性を高める金属皮膜をメッキする技術が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２１４２３７号公報
【特許文献２】特開２００１－１０２５１０号公報
【特許文献３】特開２０００－２９９４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　車載用等の高い信頼性を要求されるＱＦＮ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｎｏｎ－Ｌｅａｄｅ
ｄ　Ｐａｃｋａｇｅ）型プラスチック・パッケージ（図２８参照）の実装においては、以
下のような問題があることが明らかとなった。リード４の側面が、ほとんどリード間レジ
ン突出部５４によって覆われているので、リフロー実装時に、半田フィレットが上手く形
成されない。そこで、このリード間レジン突出部５４をパンチング金型によって機械的に
除去しようとすると、パンチング金型の精度上の問題があり、パッケージ本体のクラック
や端子変形を誘発する可能性が高い。これを回避するために、パンチング金型とパッケー
ジ本体との間隔を取ると、今度は、樹脂残りが発生して、このリード間レジン突出部５４
を完全に取り除くことができない。その結果、リードの側面を十分に露出することができ
ず、半田メッキ等の実装時の半田の乗りを改善するための表面処理を十分に施すことがで
きない。
【０００７】
　本願発明は、これらの課題を解決するためになされたものである。
【０００８】
　本発明の目的は、信頼性の高い半導体集積回路装置の製造プロセスを提供することにあ
る。
【０００９】
　本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は本明細書の記述及び添付図面から明ら
かになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば下記の通り
である。
【００１１】
　すなわち、本願発明は、複数のリードの外端部を束ねるタイ・バーを有する多連リード
フレームを用いたＱＦＮ型プラスチック封止の半導体集積回路装置の製造方法において、
モールド・キャビティ外周とタイ・バー間に充填された封止レジンをレーザにより除去し
た後、半田メッキ等の実装時の半田の乗りを改善するための表面処理を実行するものであ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば下記のとおりである。
【００１３】
　すなわち、複数のリードの外端部を束ねるタイ・バーを有する多連リードフレームを用
いたＱＦＮ型プラスチック封止の半導体集積回路装置の製造方法において、モールド・キ
ャビティ外周とタイ・バー間に充填された封止レジンをレーザにより除去した後、半田メ
ッキ等の実装時の半田の乗りを改善するための表面処理を実行することによって、リード
の側面に十分な半田層が形成されるので、半田リフロー実装の信頼性を向上することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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　　〔実施の形態の概要〕
　先ず、本願において開示される発明の代表的な実施の形態について概要を説明する。
【００１５】
　１．以下の工程を含む半導体集積回路装置の製造方法：
（ａ）複数の単位デバイス領域を有し、各単位デバイス領域内に半導体チップが固定され
たリードフレームをモールド金型にセットして、前記半導体チップを封止レジンにより封
止することにより、各単位デバイス領域内にレジン封止体を形成する工程、
　ここで、各単位デバイス領域は、以下を含む：
（ｉ）前記半導体チップが固定された、ほぼ矩形のダイ・パッド；
（ｉｉ）前記ダイ・パッドの各辺の外部から、前記レジン封止体の底面と、ほぼ同一平面
を形成するように延びて、前記レジン封止体の側面から突出した複数のリード；
（ｉｉｉ）前記複数のリードの外端部の近傍を連結するタイ・バー；
（ｉｖ）前記複数のリード間を充填し、前記レジン封止体の前記側面から突出するリード
間レジン突出部、
　更に、前記半導体集積回路装置の製造方法は以下の工程を含む：
（ｂ）前記工程（ａ）の後、各単位デバイス領域内の前記リード間レジン突出部にレーザ
光を照射することによって、前記リード間レジン突出部を除去する工程；
（ｃ）前記工程（ｂ）の後、各単位デバイス領域内の前記複数のリードの露出部表面に半
田層を形成する工程；
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、各単位デバイス領域内の前記複数のリードの前記外端部を切
断することによって、前記複数のリードと前記タイ・バーを分離するとともに、前記レジ
ン封止体を前記リードフレームから切断・分離する工程。
【００１６】
　２．前記１項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記工程（ｂ）において、前
記複数のリードにも前記レーザ光を照射することによって、前記複数のリード上のレジン
・バリを除去する。
【００１７】
　３．前記１または２項の半導体集積回路装置の製造方法において、更に、以下の工程を
含む：
（ｅ）前記工程（ｂ）の後で前記工程（ｃ）の前に、前記複数のリードの表面に対して、
前記複数のリードをカソードとして水溶液中で電解処理を実行する工程。
【００１８】
　４．前記３項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記工程（ｅ）の後で前記工
程（ｃ）の前に、前記複数のリードの表面に対して、ウォータ・ジェット処理を実行する
工程。
【００１９】
　５．前記１から４項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記工
程（ａ）の封止は、トランスファ・モールドによって実行される。
【００２０】
　６．前記１から５項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記レ
ーザ光は、近赤外光である。
【００２１】
　７．前記１から６項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記レ
ーザ光は、ＹＡＧレーザから得られるものである。
【００２２】
　８．前記１から７項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記レ
ーザ光の波長は、１０６４ｎｍである。
【００２３】
　９．前記１から８項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記レ
ジン封止体から突出した全リード数は封止体一個あたり、２０本以上、１５０本以下であ
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る。
【００２４】
　１０．前記１から８項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記
レジン封止体から突出した全リード数は封止体一個あたり、４０本以上、１５０本以下で
ある。
【００２５】
　１１．前記１から８項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前記
レジン封止体から突出した全リード数は封止体一個あたり、５０本以上、１５０本以下で
ある。
【００２６】
　１２．前記１から１１項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記複数のリードの突出長さは、０．１ｍｍ以上、０．５ｍｍ以下である。
【００２７】
　１３．前記１から１１項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記複数のリードの突出長さは、０．２ｍｍ以上、０．４ｍｍ以下である。
【００２８】
　１４．前記１から１３項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記複数のリードのピッチは、０．２ｍｍ以上、０．８ｍｍ以下である。
【００２９】
　１５．前記１から１４項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記レジン封止体の厚さは、０．３ｍｍ以上、１．２ｍｍ以下である。
【００３０】
　１６．前記１から１５項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記レジン封止体の幅は、３ｍｍ以上、１０ｍｍ以下である。
【００３１】
　１７．前記１から１６項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記リードフレームの主要部の材質は、銅を主要な成分とする。
【００３２】
　１８．前記１から１７項の半導体集積回路装置の製造方法において、前記リードフレー
ムの厚さは、厚い部分で０．１ｍｍ以上、０．３ｍｍ以下である。
【００３３】
　１９．前記１から１８項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記半田層は鉛フリーである。
【００３４】
　２０．前記１から１９項のいずれか一つの半導体集積回路装置の製造方法において、前
記封止レジンは、ハロゲン・フリーである。
【００３５】
　　〔本願における記載形式・基本的用語・用法の説明〕
　１．本願において、実施の態様の記載は、必要に応じて、便宜上複数のセクションに分
けて記載する場合もあるが、特にそうでない旨明示した場合を除き、これらは相互に独立
別個のものではなく、単一の例の各部分、一方が他方の一部詳細または一部または全部の
変形例等である。また、原則として、同様の部分は繰り返しを省略する。また、実施の態
様における各構成要素は、特にそうでない旨明示した場合、理論的にその数に限定される
場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、必須のものではない。
【００３６】
　２．同様に実施の態様等の記載において、材料、組成等について、「ＡからなるＸ」等
といっても、特にそうでない旨明示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除
き、Ａ以外の要素を主要な構成要素のひとつとするものを排除するものではない。たとえ
ば、成分についていえば、「Ａを主要な成分として含むＸ」等の意味である。たとえば、
「シリコン部材」等といっても、純粋なシリコンに限定されるものではなく、SiGe合金や
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その他シリコンを主要な成分とする多元合金、その他の添加物等を含む部材も含むもので
あることはいうまでもない。
【００３７】
　また、「銅」、「金」、「エポキシ樹脂」、「錫」等といっても、特にそうでない旨、
明示した場合又は明らかにそうでない場合を除き、純粋な部材に限定するものではなく、
それらを主要な構成要素とする部材を示すものとする。
【００３８】
　３．同様に、図形、位置、属性等に関して、好適な例示をするが、特にそうでない旨明
示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、厳密にそれに限定されるもの
ではないことは言うまでもない。
【００３９】
　４．さらに、特定の数値、数量に言及したときも、特にそうでない旨明示した場合、理
論的にその数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、その特定
の数値を超える数値であってもよいし、その特定の数値未満の数値でもよい。
【００４０】
　５．「ウエハ」というときは、通常は半導体集積回路装置（半導体装置、電子装置も同
じ）をその上に形成する単結晶シリコンウエハを指すが、エピタキシャルウエハ、ＳＯＩ
基板、ＬＣＤガラス基板等の絶縁基板と半導体層等の複合ウエハ等も含むことは言うまで
もない。そして、このウエハを個々の集積回路装置に分割したものを、「半導体チップ」
または単に「チップ」という。なお、本願において、基板としての半導体は、主にシリコ
ン系半導体をさすが、ＧａＡｓ系その他の化合物系半導体であってもよい。
【００４１】
　６．なお、本願におけるＱＦＮ型プラスチック・パッケージの定義については、実施の
形態の詳細のセクション１において、具体的に説明する。
【００４２】
　　〔実施の形態の詳細〕
　実施の形態について更に詳述する。各図中において、同一または同様の部分は同一また
は類似の記号または参照番号で示し、説明は原則として繰り返さない。
【００４３】
　　１．本願の一実施形態の半導体集積回路装置の製造方法による半導体集積回路装置の
パッケージ構造等の説明（主に図１から図３および図２８）
　図１は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法により製造された半導
体集積回路装置のＱＦＮ型パッケージ構造の一例を示すパッケージ上面図である。図２は
本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法により製造された半導体集積回
路装置のパッケージ構造の一例を示すパッケージ下面図である。図３は図１及び図２のＸ
－Ｘ’断面に対応するパッケージ断面図である（ほぼ図５のＸ－Ｘ’断面にも対応してい
る）。図２８は従来のＱＦＮ型パッケージ構造の問題点を説明するためのパッケージ全体
斜視図である。これらに基づいて、本願の一実施形態の半導体集積回路装置の製造方法に
よる半導体集積回路装置のパッケージ構造等を説明する。
【００４４】
　まず、ＱＦＮ型プラスチック・パッケージについて説明する。ＱＦＮ型プラスチック・
パッケージは、ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）と類似したプラスチック
・パッケージであるが、本来は図２８に示すように、パッケージ上面２ａの各辺に対応し
た側面２ｄの底面端部から０．１から０．５ミリメートル程度、突出した多数のリード４
を有し、それらの間がリード間レジン突出部５４により、封止されている。従って、パッ
ケージの側面から比較的長く伸びるリードを有するＱＦＰと比較して、実装面積を節約で
きるメリットがある。
【００４５】
　しかし、リード４の側面が、ほとんどレジンに覆われている状態では、半田リフロー実
装が上手く行えないので、実際には、パンチング金型等を用いて、機械的にリード間レジ
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ン突出部５４を削り落として、リード４の側面の一部又は全部を露出させる等の対策を施
していた。従って、以下ではリード間レジン突出部５４を何らかの方法で取り除いた形態
のＱＦＮ型プラスチック・パッケージについて説明する。
【００４６】
　最初にパッケージ上面を説明する。図１に示すように、パッケージの上面２ａは、ほぼ
矩形（この場合は、ほぼ正方形）をしている。コーナの面取り部２ｃがあるので、８角形
であるが、コーナの面取り部２ｃのサイズは、パッケージの差し渡しと比較して小さいの
で、基本的には矩形（正方形又は長方形）と見ることができる。パッケージ上面２ａの各
辺に対応した側面２ｄの底面端部からリード４が、たとえば０．３ミリメートル程度、突
出している。コーナの面取り部２ｃの底面端部から冷却及び実装時の外観検査用のバンパ
ー７が突出している。
【００４７】
　次に、パッケージ下面を説明する。図２に示すように、パッケージの下面２ｂの中央に
は、放熱のためダイ・パッドの下面３ｂが露出している。このダイ・パッドの下面３ｂの
形状は、通常、パッケージの平面形状とほぼ同一であり、この場合は、ほぼ正方形（一般
に長方形等を含む矩形）であり、４個の辺３ｄを有する。バンパー７の近傍に吊りリード
９（ダイ・パッドを吊るリード）の一部が露出している。
【００４８】
　次に、図１及び図２のＸ－Ｘ’断面を説明する。図３に示すように、パッケージ（レジ
ン封止体）２の底面２ｂの中央にあるダイ・パッド３の上面３ａには、たとえば、銀ペー
スト層（ＤＡＦ等でもよい）を介して半導体チップ１の裏面１ｂが固着されている。レジ
ン封止体２の各側面２ｄの底面端部からリード４が突出しており、半導体チップ１の上面
１ａのボンディング・パッドとリード４の内端部間は金を主要な成分とする金ワイヤ６で
接続されている。リード４とダイ・パッド３の間に見えるのは、バス・バー５である。Ｑ
ＦＰと比較したときのＱＦＮ型プラスチック・パッケージの一つの特徴は、リード４の下
面４ｂと封止体２の下面２ｂが、ほぼ同一の平面を形成しており、リード４がその外端部
４ｄまで、ほぼ直線状に、封止体２の側面２ｄの底面端部から突出しているところにある
。製法上、リードフレームの下面がパッケージの下面と一致するので、通常、ダイ・パッ
ド３の下面３ｂがパッケージの下面２ｂの中心部を構成することとなる。
【００４９】
　ここで説明するパッケージの基本的寸法を例示すると、たとえば、以下のごとくである
。リード厚さは０．２ｍｍ程度（好適な範囲としては０．１ｍｍ以上、０．３ｍｍ以下で
ある）、リード・ピッチは、０．５ｍｍ程度（好適な範囲としては０．２ｍｍ以上、０．
８ｍｍ以下である）、リード突出長さ（図２４のＬ）は、０．３ｍｍ程度（好適な範囲と
しては０．１ｍｍ以上０．５ｍｍ以下であり、もっとも好適な範囲としては０．２ｍｍ以
上０．４ｍｍ以下である）、パッケージ幅（封止体の幅）は８ｍｍ程度（好適な範囲とし
ては３ｍｍ以上、１０ｍｍ以下である）、パッケージ厚さ（封止体の厚さ）は０．８ｍｍ
程度（好適な範囲としては０．３ｍｍ以上、１．２ｍｍ以下である）、リード数（ピン数
）６４本程度（適用して有益な範囲としては２０本以上１５０本以下程度の範囲であるが
、４０本以上で好適であり、５０本以上で特に好適である）である。
【００５０】
　　２．本願の一実施形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用するリードフレームの
構造の説明（主に図４から図７）
　図４は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用するリードフレ
ームの単位デバイス領域の拡大上面図である。図５は本願発明の一実施の形態の半導体集
積回路装置の製造方法の工程途中（レジン封止体分離工程前）におけるリードフレームの
単位デバイス領域の拡大透視上面図である。図６は本願発明の一実施の形態の半導体集積
回路装置の製造方法に使用するリードフレームの単位デバイス領域の９個分にあたる拡大
上面図である。図７は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用す
るリードフレームの全体上面図である。これらに基づいて、本願の一実施形態の半導体集
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積回路装置の製造方法に使用するリードフレームの構造を説明する。リードフレームの材
料は、たとえば錫およびニッケル等を含有する銅を主要な成分とする銅系材料であるが、
Ｚｒ添加の銅系材料、鉄添加の銅系材料、またはその他の銅系材料でもい。なお、ここで
は、リードフレームはエッチングによりパターニングされている。打ち抜きでも可能であ
るが、エッチングの方が微細加工精度に優れるほか、ハーフ・エッチ等の組み合わせに有
効である。
【００５１】
　先ず、図７および図８により、リードフレーム１２の全体構造を説明する。図７に示す
ように、いわゆる多連リードフレーム１２には、マトリクス状に単位デバイス領域８が、
配置されている。リードフレーム１２の両側の枠部１２ｃには、送りようのガイド・ピン
・ホール２６（またはパイロット・ホール）が設けられている。また、長手方向の単位デ
バイス領域列間には、そりを吸収するためのスリット１９が設けられている。各単位デバ
イス領域８の境界部に設けられているのは、封止工程におけるランナ部、ゲート部等の不
要レジン部材を除去するときに使用する開口１７，１８である。
【００５２】
　次に、単位デバイス領域８の内部について、更に詳述する。図４に示すように、中央部
はダイ・パッド３であり、それを周辺のバンパー７に固定しているのが、吊りリード９で
ある。周辺部には、熱応力によりダイ・パッド３がそらないように、そり防止スリット１
６が設けられている。吊りリード９はバス・バー５を保持する役目も果たしており、バス
・バー５の全部および吊りリード９のハーフ・エッチ部１５は裏面からハーフ・エッチさ
れている（バス・バー５については、下面がレジンに覆われるようにするためである。リ
ード４の内端やダイ・パッド周縁の下方もハーフ・エッチすると、抜け防止に有効である
）。リード４の上面の先端部には、ワイヤ・ボンディング性を向上するため、たとえば銀
等を主要な成分とするボンディング金属層１４がメッキ等により形成されている。複数の
リード４の外端部４ｄの近傍がタイ・バー１１により連結されている。タイ・バー１１と
リードフレーム本体の間には線状開口列１３が設けられている。ここで、２点破線はレジ
ン封止後に、タイ・バー部分を封止体から分離するためのパンチング金型２１の投影パタ
ーンである。同じく、各コーナの破線は、バンパー７を周辺のリードフレーム本体から分
離するためのパンチング金型２２の投影パターンである。
【００５３】
　次に、前記単位デバイス領域８の内部構造における半導体チップ、封止体、ボンディン
グ・ワイヤ、および切断部分との関係を説明する。図５に示すように、ダイ・パッド３の
中央部には、半導体チップ１が取り付けられている。半導体チップ１上の多数のボンディ
ング・パッドと、ほとんどのリード４の間（銀メッキ部分１４）は、ボンディング・ワイ
ヤで接続されている。一方、一部のリード４とバス・バー５の間にも、ボンディング・ワ
イヤが接続されている。ここで、レジン封止体２の境界（モールド・キャビティの境界で
もある）は点線で示されている。一方、破線２４は、レジン封止体２をリードフレーム本
体から分離する際の切断部分を示す。また、レジン注入の際のゲート部分を矢印２５で示
す。
【００５４】
　　３．本願の一実施形態の半導体集積回路装置の製造方法の処理フローの説明（主に図
８から図２７）
　図８は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（ダイ・ボ
ンディング途中）におけるリードフレームの全体上面図である。図９は本願発明の一実施
の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（封止工程完了）におけるリードフレ
ームの全体上面図である。図１０は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造
方法に使用する半導体チップの一例の平面回路配置図である。図１１は本願発明の一実施
の形態の半導体集積回路装置の製造方法の主要プロセス・ブロック・フロー図である。図
１２は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（封止
工程）の上面図である（この上面図においては、わかりやすいように、上金型は取り除か
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れている）。図１３は図１２のＡ－Ａ’断面に対応する金型およびデバイスの断面図であ
る。図１４は図１２のＢ－Ｂ’断面に対応する金型およびデバイスの断面図である。図１
５は図１２のＣ－Ｃ’断面に対応する金型およびデバイスの断面図である。図１６は本願
発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（封止工程完了）におけ
るリードフレームの単位デバイス領域の部分拡大上面図である。図１７は本願発明の一実
施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（レーザによるリード間レジ
ン突出部除去工程）における処理の様子を説明するためのリードフレーム部分正面図であ
る。図１８は図１６のＤ－Ｄ’断面に対応するデバイスの断面図である。図１９は本願発
明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（電解残留レジン除
去工程）における処理の様子を説明するためのリードフレーム部分正面図である。図２０
は図１９のＤ－Ｄ’断面に対応するデバイスの断面図である。図２１は図１９のＤ－Ｄ’
断面に対応するデバイスの他の断面図である。図２２は本願発明の一実施の形態の半導体
集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（ウォータ・ジェット残留レジン除去工程）に
おける処理の様子を説明するためのリードフレーム部分正面図である。図２３は本願発明
の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（ウォータ・ジェット残留レ
ジン除去工程完了）におけるリードフレームの単位デバイス領域の部分拡大上面図である
。図２４は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（タイ・
バー切断前）におけるリードフレームの単位デバイス領域の部分拡大上面図である。図２
５は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（タイ・
バー切断工程）における処理の様子を説明するためのリードフレーム部分正面図である。
図２６は本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（レ
ジン封止体分離工程後）におけるレジン封止体（半導体集積回路装置パッケージ）の部分
斜視図である。図２７は図２６のレジン封止体を配線基板に実装したときの様子を示す配
線基板および半導体集積回路装置パッケージの部分斜視図である。これらに基づいて、本
願の一実施形態の半導体集積回路装置の製造方法の処理フローを説明する。
【００５５】
　図１１のプロセスフローに従って、順に説明する。先ず、ウエハ工程において、半導体
チップ１を製造する。図１０に示すように、半導体チップ１は、たとえば、混合シグナル
（Ｍｉｘｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ）系集積回路チップを例にとると、半導体チップ１の上面１
ａに設けられた多数のボンディング・パッド３３、バイポーラ型アナログ回路ブロック３
１、およびＭＩＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型
ロジック・メモリ回路ブロック３２等から構成される。なお、ここでは、単位デバイス領
域８に対して、１個のチップを取り付ける例について説明するが、これは複数個固着（固
定）してもよい。また、ここでは、ダイ・パッド上に固定する例を示すが、複数のチップ
を固定する場合は、直接でも他のチップを介して間接に固定してもよい。混合シグナル系
集積回路チップは、ＭＩＳ型半導体でも、ＢｉＣＭＩＳ（Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｃｏｍｐｌｅ
ｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）型で
もよい。
【００５６】
　チップ１が完成すると、図８に示すように、リードフレーム１２の単位デバイス領域８
ごとに、チップ１をダイ・ボンディングする。その後、必要な部分の間に金線を用いて、
ボンディング・ワイヤをたとえばボール＆ウエッジ・ボンディングにより接続する。次に
、各封止領域（図５の点線）をトランスファ・モールドにより、レジン封止することによ
り、個別の封止体２とする（図１１の樹脂封止工程１０１）。具体的には、図１２に示す
ように、ワイヤ・ボンディングが完了したリードフレーム１２を、上下金型５１（図では
リードフレーム１２を一部透明化して下金型５１ｂの構造を示す）間のモールド・キャビ
ティ５３に単位デバイス領域８の主要部が一致するように、セットする。次に、ランナ部
５６を通して封止レジン５２を移送し、ゲート５７からキャビティ５３内に注入する。そ
の際、レジンは、本来のモールド・キャビティ５３の境界を越えて、リード間へも充填さ
れ、そこで硬化してリード間レジン突出部５４を形成する。このリード間レジン突出部５
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４は、充填後の加圧期間（封止加圧）を経て、十分に圧縮されているので、強固な構造体
となっている。この点、リードと金型５１のわずかな隙間からリークしたレジンが封止加
圧を受けずに硬化したレジン・バリ（いわゆるフラッシュ・バリ）とは性質が異なる。
【００５７】
　ここで、封止に使用する封止レジン５２は、たとえば、主要樹脂成分を低分子量エポキ
シ樹脂、シリカ系充填材８０重量％程度等を主要な成分として、全体として、ハロゲン・
フリーな構成としている（環境的に問題のない分野では、ハロゲン系難燃剤を添加するこ
とも可能である）。
【００５８】
　このときのＡ－Ａ’断面（図１２）は、図１３のようになる。図１３に示すように、上
金型５１ａと下金型５１ｂの間に形成されたモールド・キャビティ５３中に、ダイ・パッ
ド３、チップ１、リード４の内端部、およびボンディング・ワイヤ６等が封止レジン５２
に封止されてレジン封止体２を形成している。
【００５９】
　次に、Ｂ－Ｂ’断面（図１２）を見ると、図１４のようになっている。図１４に示すよ
うに、この部分では、タイ・バー１１の内側側面、上金型５１ａおよび下金型５１ｂによ
って、キャビティ類似の空間（サブ・キャビティ）が形成されており、ここには十分なレ
ジン加圧も作用する。従って、このサブ・キャビティ部分にリード間レジン突出部５４が
形成される。
【００６０】
　次にＣ－Ｃ’断面（図１２）を見ると、図１５に示すように、ここでは、ハーフ・エッ
チされた吊りリード９がリードフレーム・ゲート部２５とダイ・パッド３の間に伸びてい
るのがわかる。その左側は、ゲート・ブレーク用の開口１７である。一方、右側には、反
対側のリード４、タイ・バー１１、およびタイ・バー１１とリードフレーム本体を分ける
線状開口列１３等がある。
【００６１】
　金型５１から取り出されたリードフレーム１２は、ゲートおよびランナ・ブレーク処理
（ゲート部及びランナ部の不要なレジンを封止体２およびリードフレーム１２から分離す
る）を施す。その後、レジン封止体２の樹脂キュア処理１０２（図１１）を実施する。
【００６２】
　この状態で、リードフレーム１２の単位デバイス領域８の封止体２の側面２ｄ周辺は、
図１６に示すような状況にある。ここで、リード４上には、金型５１の隙間から漏れた封
止レジン５２によるレジン・バリ３４が薄く形成されている（リード間レジン突出部５４
と比較して薄い）。
【００６３】
　ここで、図１７に示すように、リードフレーム１２のリード間レジン突出部５４にレー
ザ照射装置６２により、レーザ光６１を照射して、リード間レジン突出部５４を除去する
（図１１のレーザ樹脂除去工程１０３）。このとき、図１８（図１６のＤ－Ｄ’断面）に
示すように、リード４上のレジン・バリ３４にも、同一のレーザ光６１を照射して、ほぼ
同時にレジン・バリ３４も除去してもよい（これにより、後の電解処理やウォータ・ジェ
ットの効果を高める働きがある）。ここで使用するレーザは、たとえば、ＹＡＧレーザ（
Ｎｄ：ＹＡＧなど）で、レーザ光６１は、たとえば基本波長の１０６４ｎｍである。近赤
外光であり、熱的にレジンを除去するためである。また、近赤外光は、若干ずれて、パッ
ケージ本体に当たったとしても、激しい損傷を与えず、少量であれば逆に、パッケージの
ひずみを緩和する効果がある。レーザ出力は、たとえば４０Ｗ程度であり、２０ｋＨｚ程
度のパルス動作である。焦点は除去しようとするレジン部材表面に合わせる。レーザ線幅
及びレーザ間隔は、たとえば４０マイクロ・メートル程度であり、スキャン・スピードは
、たとえば３００ｍｍ/秒程度である。照射回数は、たとえば３回程度（封止体２の周り
を３周する）である。近赤外光を用いる理由は、封止レジン５２は、多数の物質の組成物
であり、選択性のない熱作用で、目的物を全体として除去するのが効率的だからである。
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このレーザ照射により、リード間レジン突出部５４は、レジン・バリ化すると考えられる
。そのことによって、後の電解処理やウォータ・ジェット処理等のレジン・バリ除去に有
効な手段により、効率的に除去できると考えられる。
【００６４】
　なお、レーザ光６１の波長としては、同じＹＡＧレーザであれば、５３２ｎｍの可視光
域または３５５ｎｍの紫外域が使用可能である。また、二酸化炭素ガス・レーザであれば
、１０．６マイクロ・メートルの波長（中間赤外域）が利用可能である。中間赤外域は、
光自体はエネルギー的に不利であり、パワー、処理時間等を考慮する必要がある。可視光
域または紫外域は、高調波等であるためパワー面で高価となる。また、光自体としてエネ
ルギーが高いので、樹脂の除去性は良好であるが、パッケージ本体にダメージを与える可
能性があるので、照射位置精度の管理が重要である。
【００６５】
　このレーザ樹脂除去工程１０３が完了した時点でのリードフレーム１２の単位デバイス
領域８の封止体２の側面２ｄ周辺は、図１９に示すような状況にある。リード４の側面に
は、若干、残存レジン５４ａ（取りきれなかったリード間レジン突出部５４）が存在する
可能性がある。一方、レジン・バリ３４は薄くなっているが完全には取れていないことが
ある。なお、この時点で、水圧バリ取り、または単純な水洗等（薬液洗浄を含む）を経て
半田メッキ工程１０６（図１１）へ移行してもよい。
【００６６】
　しかし、更に高い実装信頼性を確保するためには、電解バリ取り処理１０４(図１１)を
施すことが望ましい。電解バリ取り処理１０４は、図２０（図１９のＤ－Ｄ’断面）に示
すように、リードフレーム１２をカソードとして、ソーダ灰（主に無水炭酸ナトリウム）
等を溶解した電解質水溶液中で水の電気分解を実行するものである（たとえば溶液温度は
摂氏５０度程度、処理時間は、たとえば１５分程度、電流密度は、たとえば10A/dm2程度
である）。すなわち、リード４と、残存レジン５４ａまたはレジン・バリ３４（あわせて
残留レジン片）の間において、水素ガス・バブルを生成させて、その力により、図２１に
示すように、残留レジン片をリフト・オフさせることができる。なお、この時点で、単純
な水洗等（薬液洗浄を含む）を経て半田メッキ工程１０６（図１１）へ移行してもよい。
【００６７】
　しかし、更に高い実装信頼性を確保するためには、水圧バリ取り処理１０５(図１１)を
施すことが望ましい。水圧バリ取り処理１０５は、図２２に示すように、リードフレーム
１２に対して、ノズル６４から高圧の洗浄水または洗浄液（このとき、洗浄水または洗浄
液に粒子を添加する液体ホーニング処理をしてもよい。また、水圧バリ取り処理に代えて
、又はこれと併用して、薬液処理やブラスト処理を実行してもよい）等の流体ジェット６
５を供給することによって、残存する残留レジン片を最終的に除去する処理である。
【００６８】
　ここまでの処理により、リードフレーム１２の単位デバイス領域８の封止体２の側面２
ｄ周辺は、図２３に示すような清浄な状況にある。ここで、図１１に示すように、半田メ
ッキ処理１０６（実装性を改善するための表面処理）を、たとえば酸性錫（ビスマス）メ
ッキ液中での電気メッキ等により実行する（アルカリメッキ液も可能であるが、酸性メッ
キ液は高純度メッキであるメリットがある）。非電解メッキや半田ディップ等でもよいが
、経済性・信頼性等から電気メッキが好適である。半田層４１の材料としては、たとえば
ビスマス２％、残り錫（融点は摂氏２１７度）からなる錫系鉛フリー半田等が好適である
（環境面で問題のない場合は鉛系半田も使用可能である）。その他の鉛フリー半田として
は、錫・銀系半田、錫・ビスマス・銀・銅系半田、錫・ビスマス・銀・アンチモン系半田
等がある。
【００６９】
　次に、図２４及び図２５に示すように、下方からパンチング金型２１（図４）により、
リード４の外端部４ｄに対応する切断面２１で（ここで、図２４のＬは、たとえば０．３
ｍｍ程度であり、Ｍは、たとえば０．５ｍｍ程度である）、リードフレーム１２を切断す
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ることで、封止体２とタイ・バー１１を分離する（図１１のダム＆タイバー切断工程１０
８）。続いて、残りの連結部分をパンチング金型２２（図４）により切断分離することで
、封止体２（デバイス）をリードフレーム本体１２から分離する（図１１の切り離し工程
１０９）。このダム＆タイバー切断工程１０８と切り離し工程１０９とで素子分離工程を
構成する。
【００７０】
　前記のように、下方からパンチング金型６７により、リード４の外端部４ｄを切断する
ことによって、図２６に示すように、リード４の下面４ｂ上の半田層がリード先端面に移
動してリード先端面半田領域４１ｃを形成する（物理的には下面自体が流動してリード先
端面の下半部となる）。このように、リード４の上面、下面、両側面、および先端面に半
田層（半田領域）４１（４１ａ，４１ｂ，４１ｃ）が形成されているので、図２７に示す
ように、配線基板４５上のランド４６に半田リフロー実装した際に、半田フィレット４２
が正常に形成される。
【００７１】
　　４．サマリ
　以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明
はそれに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であ
ることは言うまでもない。
【００７２】
　例えば、前記実施の形態においては主にＱＦＮ型プラスチック・パッケージについて、
具体的に説明したが、本願発明は、それに限定されるものではなく、リード間に突出レジ
ン部を有する他の形態のプラスチック・パッケージにも広く適用できることは言うまでも
ない。前記実施の形態においては主にトランスファ・モールドを適用した場合を中心に説
明したが、本願発明は、それに限定されるものではなく、圧縮モールド等のその他のプラ
スチック・モールド方法にも適用できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法により製造された半導
体集積回路装置のＱＦＮ型パッケージ構造の一例を示すパッケージ上面図である。
【図２】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法により製造された半導
体集積回路装置のパッケージ構造の一例を示すパッケージ下面図である。
【図３】図１及び図２のＸ－Ｘ’断面に対応するパッケージ断面図である。
【図４】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用するリードフレ
ームの単位デバイス領域の拡大上面図である。
【図５】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（レジン封
止体分離工程前）におけるリードフレームの単位デバイス領域の拡大透視上面図である。
【図６】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用するリードフレ
ームの単位デバイス領域の９個分にあたる拡大上面図である。
【図７】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用するリードフレ
ームの全体上面図である。
【図８】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（ダイ・ボ
ンディング途中）におけるリードフレームの全体上面図である。
【図９】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（封止工程
完了）におけるリードフレームの全体上面図である。
【図１０】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法に使用する半導体チ
ップの一例の平面回路配置図である。
【図１１】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の主要プロセス・ブ
ロック・フロー図である。
【図１２】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（
封止工程）の上面図である（この上面図においては、わかりやすいように、上金型は取り
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除かれている）。
【図１３】図１２のＡ－Ａ’断面に対応する金型およびデバイスの断面図である。
【図１４】図１２のＢ－Ｂ’断面に対応する金型およびデバイスの断面図である。
【図１５】図１２のＣ－Ｃ’断面に対応する金型およびデバイスの断面図である。
【図１６】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（封止工
程完了）におけるリードフレームの単位デバイス領域の部分拡大上面図である。
【図１７】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（
レーザによるリード間レジン突出部除去工程）における処理の様子を説明するためのリー
ドフレーム部分正面図である。
【図１８】図１６のＤ－Ｄ’断面に対応するデバイスの断面図である。
【図１９】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（
電解残留レジン除去工程）における処理の様子を説明するためのリードフレーム部分正面
図である。
【図２０】図１９のＤ－Ｄ’断面に対応するデバイスの断面図である。
【図２１】図１９のＤ－Ｄ’断面に対応するデバイスの他の断面図である。
【図２２】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（
ウォータ・ジェット残留レジン除去工程）における処理の様子を説明するためのリードフ
レーム部分正面図である。
【図２３】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（ウォー
タ・ジェット残留レジン除去工程完了）におけるリードフレームの単位デバイス領域の部
分拡大上面図である。
【図２４】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の工程途中（タイ・
バー切断前）におけるリードフレームの単位デバイス領域の部分拡大上面図である。
【図２５】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（
タイ・バー切断工程）における処理の様子を説明するためのリードフレーム部分正面図で
ある。
【図２６】本願発明の一実施の形態の半導体集積回路装置の製造方法の一要素プロセス（
レジン封止体分離工程後）におけるレジン封止体（半導体集積回路装置パッケージ）の部
分斜視図である。
【図２７】図２６のレジン封止体を配線基板に実装したときの様子を示す配線基板および
半導体集積回路装置パッケージの部分斜視図である。
【図２８】従来のＱＦＮ型パッケージ構造の問題点を説明するためのパッケージ全体斜視
図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１　半導体チップ（集積回路基板）
　２　レジン封止体
　２ｂ　（レジン封止体の）底面
　２ｄ　（レジン封止体の）側面
　３　ダイ・パッド
　３ｄ　（ダイ・パッドの）辺
　４　リード
　４ｄ　（リードの）外端部
　８　単位デバイス領域
　１１　タイ・バー
　１２　リードフレーム
　４１　半田層
　５１　モールド金型
　５４　リード間レジン突出部
　６１　レーザ光
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